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令和 5年度 こども家庭科学研究費補助金 

（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業（健やか次世代育成総合研究事業）） 

子どもの死亡を検証し予防に活かす包括的制度を確立するための研究 
分担研究報告書 

主要課題 4. 子どもを亡くした遺族へのケアのあり方とそれを提供する仕組みの探索 

 

医療機関外におけるグリーフケアの提供 
 

研究分担者 木下 あゆみ 四国こどもとおとなの医療センター 小児科 
   仙田 昌義  国保旭中央病院 小児科 
   沼口 敦  名古屋大学 医学部附属病院 救急・内科系集中治療部 
研究協力者 森 合音  四国こどもとおとなの医療センター 

 
研究要旨 

 CDR（チャイルド・デス・レビュー，予防のためのこどもの死亡検証）の実現には，広く国民の

理解を得ることが重要である。そのためには，こどもの死に際して具体的に遺族を支援する「グ

リーフケア」の確立も必要である。その提供体制は，CDR の体制整備とともに探索される必要があ

る。 

 こどもを亡くした遺族にとって必要な支援の要件について，有識者，遺族，支援団体等と意見

交換を重ね，医療機関外におけるグリーフケアの提供に用いうる「グリーフカード」を制作した。 

 今後，この有効な利用方法，既存資料との使い分け，遺族の長期フォローアップのありかた，

等の更なる検討を要する。また，遺族にアウトリーチし長期支援を実現する方法についても検討

を要する。 

 

 
A. 研究目的 

 子どもの死亡は，きわめて衝撃の大きな出来

事である。子どもの不幸な死に際して，それぞ

れの事例について十分に話し合うことは，亡く

なった子どもに対する最低限の礼儀であると

同時に，遺族に対する最大のグリーフケアの一

つでもある[1]。 

 わが国で CDR（チャイルド・デス・レビュー，

予防のための子どもの死亡検証）を実現するに

あたって，国民の理解を得ることが重要と示さ

れた[2]。CDR に対して寄せられるさまざまな期

待の中には，「子どもの死について真実を伝え

てほしい」など個々の遺族に対する期待が含ま

れることもある。しかし CDR を公衆衛生の向上

を目的とした公益事業と捉えると，これらの個

人に対する直接的なメリットは強調され難い。 

 R2 からわが国ではじまった都道府県 CDR 体

制整備モデル事業（以下 CDRモデル事業）を実

施するなかで，各地域の提言等において，CDR

の推進には，遺族に対するグリーフケアの提供

が不可欠であると報告された。CDR を地域で実

現するための複数機関による会議体の形成に

あたって，グリーフケアをどのように位置付け

るかは大きな課題である。 

 分担研究者らは本課題の第一年度において，

医療機関におけるグリーフケアの実情につい

て現状評価の必要性があることに加え，医療機

関のみでの実現には限界があること，医療機関

以外におけるグリーフケア提供に向けて，機能

分担のありかたと仕組みの探索が求められる
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ことを見出した。 

 

B. 研究方法 

 下記のとおり本研究を実施した。 

1. 医療機関以外で遺族のグリーフケアを実施

している取り組みを探索した。このうち犯

罪被害者等支援について，担当機関および

遺族に対して聞き取り調査を行なった。 

2. グリーフケアに関する有識者の意見交換を

実施した。併せて複数の遺族団体等との意

見交換を行い，遺族ケアとして求める内容

について整理をはかった。 

3. 一般啓発のためのシンポジウムを実現した。 

4. これらの知見に基づいて，グリーフケアに

利用するためのツール（グリーフカード）を

試作した。既存の類似資材との性格の違い

を考察し，医療機関外で当該ツールを使用

するにあたっての留意事項を整理した。 

 

C. 研究結果 および D. 考察 

1. 犯罪被害者等早期援助団体での聞き取り

調査 

 公益社団法人被害者支援都民センター（東京

都千代田区）を遺族とともに訪問し，業務内容

について聞き取り調査を行なった（2023.6.25）。 

 

（以下，聞き取り調査の概要） 

 各都道府県に犯罪被害者等早期援助団体が設

立され，全国被害者支援ネットワークが形成され

る。同センターは，同団体として 2002 年に東京

都公安委員会から指定を受け，“犯罪や交通事故

の被害者とそのご家族・ご遺族に対して，付添支

援やカウンセリング等の精神的支援を行”[3]っ

ている。 

 最早期に対応する警察の支援室より「支援要」

とされた犯罪被害者を引き継ぎ，警察より情報を

授受して，公安委員会資格による「犯罪被害相談

員」がボランティアベースで個別対応にあたる。

被害者の「刑事手続を乗り切る体験を支援する」

ことが目的であり，負担軽減，関係機関担当者と

の関係構築の支援，精神的ケアを役割とする。 

 同センターの運用においては，相談員が遺族に

必要とされる様々な行政上の手続きに付き添い

支援するなかで遺族の話を聞き出し，トラウマの

1次及び 2次予防を担当する。その中で 3次予防

の必要があると判断された事例を心理士につな

ぎ，必要な場合に外傷性悲嘆治療プログラムを提

供する（ただし同様のプログラムが全都道府県に

完備される訳ではない）。この場合も超早期の集

中的な関与を担当し，さらに長期支援を必要とす

る事例は地域への移行を支援することを基本と

する。 

 心理士の経験上，外傷性悲嘆から回復すること

に罪悪感を持っている遺族が多い（同席した遺族

も，自身について「当時は悲しみ方が分からなか

った」「事実とどう向き合っていけば良いか分か

らなかった」「悲しみから回復してしまったら自

分は薄情なのではないか，と感じていた」と発言

した）ように感じられる。このことに関連して，

カウンセリングを早期から積極的に希望する遺

族は少ない（同席した遺族からも「自分には必要

ないと思っていた」旨の発言があった）こと，事

件から長い年月（5 ないし 10 年）を経てから初

めて相談に訪れる事象，などが経験される。遺族

本人の訴えるニーズの「裏にある気持ち」を整理

しながら，どうなるのが目標かを探索する。 

 こどもの死によって地域には大きな衝撃がも

たらされ，地域住民の多くが傷つき，コミュニテ

ィーが「壊れる」ことに至る。これに対して社会

全体でどう向き合うかが探索されなければなら

ず，この意味では，グリーフケアは遺族のみなら

ず社会全体のためのものとして探索される必要

がある。専門職ができるのは「専門的な特定の内

容」であり，その周辺を補うための各方面の支援

者が必須である。 

 

 こどもの死亡に遭遇した遺族が，早期から自

身に対するグリーフケアの必要性を自覚でき

ない事態が想定される。このことから，死亡し

たこどもの診療を担当した医療機関でのみ，か
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つ自ら希望した遺族に対してのみ，急性期のグ

リーフケアを提供する体制の探索では不十分

であることが明らかになった。 

 

2. 有識者等および遺族による意見交換 

 上記の着想の是非を裏付けるべく，グリーフ

ケアの開発や実現に携わった経験のある医療

者，家族を亡くした経験のある遺族，遺族支援

団体の代表，等による意見交換を実施した

（2023.6.23-24，2024.1.18-19）。本研究でカ

バーする「グリーフケア」について以下のよう

な意見が得られた。 
 

・遺族らが自ら訴えない「潜在的なニーズ」に気

づく，いわばゲートキーパーが必要である。 

・直接的にケアを希望しない遺族らに対してア

ウトリーチし，ニーズアセスメントおよび対応

を担う仕組みが必要である。 

・犯罪被害者は，長期間にわたる複雑な刑事手続

を余儀なくされることから，「実務上の支援を

する援助者の必要性」について理解を得られや

すい。 

・家族を亡くした者を対象として各種手続き等

をまとめた「おくやみハンドブック」等を準備

し（別添資料 1），死亡届を受理する窓口等で配

布する自治体が多い。実務上の手続きのために

当該冊子に目をとおす遺族は多いと推察され

る。この仕組みを活用するか，同時に配布する

媒体を準備するかして，広く一般的にグリーフ

ケアについて広報できないか。 

・行政介入等を要する家庭に対して，保健師等に

よる家庭訪問が行われる。対象とするこどもが

死亡した場合に，そこで介入打ち切りになる懸

念がある。もし何らかの仕組みによって介入が

継続的になされれば，遺族の継続的な観測が可

能となり，ゲートキーパー的な役割が期待でき

るのかもしれない。 

・悲嘆からは死亡直後から直線的に回復するも

のではなく，時間経過とともに揺らぎを持って

寛解・増強を繰り返す。しかも，遺族自身はこ

のことに気づかないことが想定される。超早期

にグリーフケアのニーズがなかったとしても，

中長期遠隔期に必要性が生じうる。 

 

 これらの意見等をもとに，本研究班において，

①こどもの死に関連しうる多機関が，②すべて

の遺族に対して，③グリーフケアに関する情報

を提供できるコンテンツを制作することが必

要と結論された。その場合，悲嘆の最中にあり

理論的な説得等に拒絶反応を示しがちな遺族

等にも響くよう，「間」「場」をとおして感情・

感性に訴えかける機能を有すること，他研究等

で探索される「医療機関による」「超急性期の

グリーフケア」でカバーしきれない部分を念頭

に置くことと結論された。 

 またグリーフケア，遺族支援を謳うさまざま

な団体のうち何を紹介するか，について意見交

換が行われ，その基準として「複数のコミュニ

ティーに自然発生的に属することが人として

自然な社会生活であるから，これを目指すこと

を支援するものが良質な活動であり，逆に他の

コミュニティーから切り離す傾向を進める活

動は良質とはいえない」という結論に至った。 

 
3. 一般啓発のためのシンポジウム開催 

 前述のとおりグリーフケアを「社会全体のた

めのもの」と捉える場合，医療従事者や関係者

に限定するのではなく，広く一般に向けた啓発

が必要である。 
 そこで，医療関係者およびその他の関係職，

一般市民を対象としたシンポジウム（別添資料

2）を開催した（2024.1.19）。約 150 名を超え

る参加者に対し，医療機関によるグリーフケア

のありかたを研究した研究者，遺族支援団体の

代表者，遺族らにより，上述した意見交換の結

果を踏まえた講演が行われ，参加者も交えて意

見交換が行われた。 
 

・グリーフケアを提供すること，受けることにつ

いて「ハードルを高く感じてほしくない（特別
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なことを想定してほしくない）」。 

・こどもの死を経験した遺族に対して，グリーフ

ケアは後回しにされがち。 

・この会に参加したこと自体が，（遺族である）

自分自身にとってグリーフケアになった。 

・これまでグリーフということについて，情報が

なかった。 

 

などの意見が表出された。 

 

 
図 1．グリーフについてのキーコンセプト 

 （研究分担者による当日投影資料より抜粋） 

 

写真 1．シンポジウムの様子 

 （（一社）リヴオン代表尾角様の提供による） 

 

4. グリーフカードの制作 

 上記の聞き取り調査，意見交換等を踏まえて

本研究班として提案するグリーフカードの案

を制作した（別添資料 3）。また，当カードの草

稿を見ながら有識者による意見交換を行い， 

 

・行政担当者等，これまで「こどもの死」に接し

たり，その遺族に具体的に対応した経験の少ない

者にとって，突然カードを遺族に渡すよう言われ

ても困惑するだろう。 

・また，遺族にとって有益な情報は，特に連絡先

（各種問い合わせ）情報などは，地域によって異

なる。したがって，それらは予めカードに印刷し

ておけないが，一方で，待たせている遺族の目の

前で改めて追記することは心情的にも困難だろ

う。	
・さらに，医療機関における超急性期のグリーフ

カードは，既存研究により非常に有用なものが提

案されている。それらとの「棲み分け」の考え方

を明確に示すのが良い。 

・そこで，当該カードの配布を担当するものが

「何を予め準備するべきか」「どういう心構えで

手渡すべきか」等を具体的に示す説明書を別途準

備する必要がある。 

 

との示唆が得られた。これに従い，本カードを

使用する際の説明書（別添資料 4）を策定した。 
 

E. 結論 

 子どもを亡くした遺族は，グリーフケアを必

要とする。それは，超急性期から遠隔慢性期ま

で幅広く対応されるべきである。 

 医療機関において提供しうるグリーフケア

とは別に，医療機関外において提供するグリー

フケアの備えるべき要件について，有識者およ

び遺族らと対談を重ねた。その結果を踏まえて，

本研究班の提案するグリーフカードを制作し

た。具体的な使用方法，既存資料との使い分け，

遺族の長期フォローアップのありかた，等さら

に考えるべき内容は山積する。 
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 今後の更なる研究促進に期待する。 

 

 

F. 健康危機情報 

（特記すべきことなし） 

 

G. 研究発表 

1. 論文発表 

（特になし） 

2. 学会発表 

（特になし） 

 

H. 知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得 

（特になし） 

2. 実用新案登録 

（特になし） 

3. その他 

（特になし） 
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（別添資料 1：複数の自治体で準備される「おくやみハンドブック」の例） 

 

 

鎌倉新書 Web ページ（https://www.kamakura-net.co.jp/kanmin/condolence-handbook/） 

上越市 Web ページ（https://www.city.joetsu.niigata.jp/uploaded/attachment/238837.pdf） 

木更津市 Web ページ

（https://www.city.kisarazu.lg.jp/material/files/group/19/okuyamibook.pdf） 

横浜市 Web ページ（https://www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/madoguchi-

shisetsu/kuyakusho/annai/okuyami.files/0008_20240426.pdf） 

新宿区 Web ページ（https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000352735.pdf） 

古河市 Web ページ（https://www.city.ibaraki-

koga.lg.jp/material/files/group/16/okuyami6.pdf） 

白井市 Web ページ

（https://www.city.shiroi.chiba.jp/material/files/group/34/okuyamibook2024.pdf） 

いずれも，最終閲覧は 2024/5/28 
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https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/material/files/group/16/okuyami6.pdf
https://www.city.shiroi.chiba.jp/material/files/group/34/okuyamibook2024.pdf
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（別添資料 2．シンポジウム「子どもの死を想う」） 

 
  



（別添資料3：グリーフカード）



（別添資料4：グリーフカードの使用方法）


